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資 料 ２ － １

１．トラック輸送に係る働き方改革の推進

１）関係省庁連絡会議（第４回）

２）取引条件改善に関する取組

・標準約款改正に伴う手続き状況

・標準引越運送約款の改正

３）行政処分の強化

自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議（第4回）平成30年5月3０日（日）より抜粋
自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会より資料抜粋



１．１） 「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」の概要

開催趣旨

構成

スケジュール

検討の視点
議 長：野上 浩太郎 内閣官房副長官
議 長 代 理：牧野 たかお 国土交通副大臣
副 議 長：古谷 一之 内閣官房副長官補（内政）
構 成 員：内閣府政策統括官（経済財政運営担当）

警察庁交通局長
財務省大臣官房総括審議官
厚生労働省労働基準局長
農林水産省食料産業局長
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
国土交通省自動車局長
環境省地球環境局長

平成29年6月29日 第１回 現状と課題、今後の進め方 等
平成29年8月28日 第２回 当面の対応方針として「直ちに

取り組む施策」を取りまとめ
平成30年2月20日 第３回 取組の進捗状況、行動計画の策定方針

自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)について、省庁横断的な検討を行い、長時
間労働を是正するための環境を整備することを目的とした関連制度の見直しや支援措置に
関する行動計画の策定及び実施を総合的かつ計画的に推進するため、自動車運送事業の働
き方改革に関する関係省庁連絡会議を開催する。

３．取引環境の適正化

１．労働生産性の向上
・短い時間で効率的に運ぶ
・たくさん運んで、しっかり稼ぐ
・運転以外の業務も効率化 等

２．多様な人材の確保・育成

・力仕事・泊まり勤務等からの解放
・誰でも働きやすい職場づくり
・免許を取る人を増やす 等

平成30年5月30日 第4回 「行動計画」を決定し88施策を策定

・荷主・元請の協力の確保
・運賃・料金の適正収受 等
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「加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」初会合の開催
荷待ち時間の発生件数が最も多かった加工食品物流について、トラック運送事業者、発着荷主等の関係者
が連携した、サプライチェーン全体での検討を実施。
日 時 平成３０年６月２９日（金）１０：００～１２：００ 場 所 中央合同庁舎第２号館 １６階 国際会議室

（東京都千代田区霞が関２－１－２）
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自動車運送事業の働き方改革に関する関係省
庁連絡会議（第4回）平成30年5月3０日（日）より

7



8

37



9



10



11



12



13



政府行動計画工程表
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政府行動計画工程表
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自動車運送事業の働き方改革に関する関係省
庁連絡会議（第3回）平成30年2月2０日（日）より
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標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う手続き件数

29

１．２）取引条件改善に関する取組

※管内事業者数は、当該各県に本社を有する事業者数。

※全国合計は、H30.6.29現在。



改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義
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標準引越運送約款の改正概要
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１．３）
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第１回 自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会
日時：平成30 年6 月11 日（月） 10：00～12：00
場所：合同庁舎3 号館8 階 自動車局第一・第二会議室

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000023.html での公表資料より抜粋

検討の目的

運転者としての就職を希望する求職者が就職先を選ぶ際や、荷主、旅行業者等が取引
先を選ぶ際に参考にすることができるように、長時間労働の是正などの働き方改革を重視
した「ホワイト経営」への自動車運送事業者の取組状況を「見える化」するため、認証の取
得を希望する自動車運送事業者が任意に申請することができる新たな認証制度の創設と
普及促進方策について検討する。

このような取組を通じ、人手不足が深刻なトラック・バス・タクシー運転者への就職を促進
するとともに、運転者の労働条件・労働環境の改善を通じ、働き方改革の実現と物流・人流
の担い手の確保・定着に資する。

なお、認証基準を満たすための取組を通じて、事業者の法令遵守（コンプライアンス）態
勢が強化されることも期待される。

＜主な検討事項＞

・自動車運送事業のホワイト経営に係る認証基準の策定
・認証業務従事者の技量の確保方策の検討
・ホワイト経営の推進に対するインセンティブの付与方策の検討 など
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認証制度の創設に当たっての基本的な考え方について（案）

１．基本的な考え方

①近年、運転者の人手不足が深刻化していることから、自動車運送事業の「運転者」の働き方改革を重視した経営に
関する認証制度の創設を検討する。

②「二つ星」・「三つ星」等の段階を設ける。
③認証に当たっては、業界標準よりも高い水準（優良事業者の水準）を要求する。
④中立的な民間団体による運営を想定する。
⑤認証制度の運営のために必要な費用は、申請者からの審査料金により確保する。
⑥審査料金の低廉化を図るため、現地審査は行わず、メールや電話による確認で審査する方向で検討する。但し、虚

偽申請が疑われる情報が寄せられた事業者や一定の率で選定された申請者については、現地審査を行うなど、虚
偽申請を防止するための措置を講じる。

⑦書類作成に慣れていない事業者でも申請しやすいように、分かりやすく、申請書類の作成負担が小さい制度設計に
留意する。（例．チェックリスト形式の活用など）

⑧労働条件の継続的な向上を図るため、長時間労働の是正状況などを踏まえ、数年後に認証制度の基準の引上げ
等の見直しを行うことを検討する。(「スパイラルアップ」)

２．認証の対象単位

「事業者」とする。
但し、複数の都道府県に事業所を有する事業者は、申請負担の軽減のため、申請者の選択により都道府県単位（例．
「○○県内の全ての事業所」）でも申請可とする。

３．認証団体

認証制度の運営を希望する団体が、国の公表するマニュアルに準拠し、認証料金を定め、制度を運営することを想定。

４．認証項目（案）

スライド５を参照
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５．認証基準

必須項目の全てに適合するとともに、判定分野の全てについて、基準点よりも高い点数であることを認証基準とする。
この際、２つ星（☆☆）以上の認証を受ける場合は、必須項目を一つ星（☆）等よりも増加させる（加点項目の一部を

必須項目とする）こととする。
具体的には、今後、労働組合・事業者アンケートの結果を踏まえ、上位一定程度の運転者が該当すると見込まれる

水準に設定する。
また、認証業務の従事者毎の判定のブレを防止する観点から、可能な限り具体的・客観的な基準とし、透明性（トラン

スペアレンシー）を確保する。

６．認証の有効期間
当面、２年間とする。認証制度の定着状況等を踏まえ、必要に応じ、２回目以降の認証については期間を延長する

ことを検討する。

７．認証申請・結果公表の時期

新卒採用ではなく、中途採用が主となっている実態や、求人需要の多い時期、審査に要する期間、認証団体が運営
する他の認証制度の申請・審査スケジュールなどを踏まえ、決定する。

８．信頼性の確保
（１）虚偽申請の防止

・運転者の過半数を組織する労働組合又は過半数代表者の名義による申請内容の事実関係に関する証明を求める。
証明がない場合は、事実関係をより詳しく確認するための追加書類の提出を求める。
・虚偽申請の通報があった場合には、認証機関は調査を行うこととし、申請者は書類の開示・写しの提出、従業員に対
する聞き取り等の必要な協力を行わなければならないこととする。（協力しない場合は認証マークを剥奪。）
・項目によっては、ランダムに「○年○月分の運転者□□太郎氏の勤務実績を提出」するように申請者に依頼し、一定
日数以内に提出されなかった場合には認証しない等の方法により、実績についてもサンプルで確認することを検討す
る。
・虚偽申請が判明した場合、認証マークを剥奪する。悪質な場合は、その旨を公表する。（今後、悪質性の判断に関す
る基準を検討。） 等

（２）不適切事業者の排除

・いわゆる「ブラック企業」がホワイト経営の認定を受けることがないように、厚生労働省等の公的機関による公表
内容を必ず確認し、認証対象から除外。
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９．インセンティブの付与

認証を取得することにより、自社の取組状況を求職者に対して客観的に示すことができるようになることにより、運転
者の採用が円滑化することが期待される。
また、取引先に対しても自社の取組状況を客観的に示すことができるようになり、取引先からの信頼の向上にもつな
がることが考えられる。

（参考：想定されるインセンティブの例）

・認証事業者一覧の認証団体ホームページへの掲載
・認証マークの車両、ホームページ、パンフレット、事業所等への掲示
・求人票への記載
・国や事業者団体による広報(例．運輸支局長の高校訪問での紹介)
・荷主企業、元請の運送事業者等に対し、利用する運送事業者にホワイト経営認証事業者を推奨するように認証
団体から呼び掛け
・国や事業者団体による補助金の優先採択
・その他、国土交通省等の制度・運用でインセンティブを付与できる可能性がないか検討 等

１０．事業者によるCDPA サイクルの促進

申請を希望する事業者が認証基準への適合状況を申請前に簡便に確認することが可能なチェックリストを作成し、
チェック（Check）を促すとともに、適合していない場合に必要となる取組（Do）（例．３６協定の締結・労働基準監督
署への届出、社会保険労務士への相談）に関する情報を提供する。（「P→D→C→A」の順ではなく、
「C→D→P→A」の順に取り組むことにより、早期に具体の取組に入りやすくする。（グリーン経営認証制度における
工夫に準ずる。）
また、申請者における経営判断の参考とするため、申請者自身と他の認証事業者の採点結果との比較などを記載
した「フィードバックシート」を提供する。

１１．効果検証
認証事業者とそれ以外の事業者の、あるいは認証事業者の認証前後のデータの比較（例．労働災害の発生率）、
認証基準を満たすために新たに実施した取組や認証前後の定性的な効果の把握を行い、効果を検証する。

１２．制度のPR

・業界団体の総会や事業者大会でのPR、広報誌への掲載
・申請開始、認証の際のプレスリリース
・運輸安全マネジメントのヒアリングや適正化事業実施機関の訪問の際のPR 等 4



認証項目の選定について（案）
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労働組合・事業者アンケートについて（案）

① 労働組合アンケート
認証項目毎の現状の到達状況を把握し、必須項目・加点項
目の選定や基準点の設定の参考とする。

② 事業者アンケート
認証の申請意向及び費用の負担意向を把握し、手数料収
入による認証制度の自立的運営の可能性を検討する際の
参考とするとともに認証項目毎の現状の到達状況を把握し、
必須項目・加点項目の選定や基準点の設定の参考とする。

スケジュール

6 月11 日（月） 検討会における議論
6 月15 日（金） アンケート票の確定
6 月18 日（月） アンケート開始（7 月1 日（日）までの2 週間）
7 月 6 日（金） 各団体・労組から国土交通省への提出期限（エクセル様式）
8 月上旬頃 第2 回検討会

今後のスケジュールについて（案）

〇平成30 年度
8 月上旬頃 第2 回検討会

① 労働組合・事業者アンケート結果について（報告）
② ホワイト経営の認証制度について（素案）
③ 認証事業者に対するインセンティブについて（素案）

8 月下旬頃 第3 回検討会
① 報告書（案）について

9 月以降 認証制度の創設準備

〇平成31 年度
年度内 認証制度の運営開始（目標） 6

認証項目の追加について（提案）


